居宅介護・重度訪問介護重要事項説明書
1. [bookmark: _Toc328399738][bookmark: _Toc474553364]法人の概要
	名　称
	合同会社Hinata

	所在地
	愛知県半田市苗代町一丁目３２番地１

	電話番号
	０５６９－８４－９００６

	代表者氏名
	中野　渉

	法人設立年月日
	[bookmark: _Toc34116953][bookmark: _Toc32944099][bookmark: _Toc32943386][bookmark: _Toc32154730][bookmark: _Toc32154504][bookmark: _Toc30529802][bookmark: _Toc29992818]令和３年１１月１２日


[bookmark: _Toc327884913]
1. [bookmark: _Toc328399739]事業所の概要
	事業所の名称
	ヘルパーステーション縁

	事業所の種類
	[bookmark: _Toc34116955][bookmark: _Toc32944101][bookmark: _Toc32943388][bookmark: _Toc32154732][bookmark: _Toc32154506][bookmark: _Toc30529804][bookmark: _Toc29992820]事業所番号　　　　　　　　２３１８２００７８５
指定居宅介護事業所　　　　令和４年５月１日指定
指定重度訪問介護事業所　　令和４年５月１日指定

	主たる対象者
	居宅介護：身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者
重度訪問介護：身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者

	事業の方針
	事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます

	事業の目的
	身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者に対し、適正な居宅介護、重度訪問介護を提供することを目的とします。

	事業所の所在地
	愛知県半田市苗代町一丁目３２番地１

	電話番号
	０５６９－８４－９００６

	管理者氏名
	中野　渉

	開設年月
	[bookmark: _Toc34116959][bookmark: _Toc32944104][bookmark: _Toc32943391][bookmark: _Toc32154735][bookmark: _Toc32154509][bookmark: _Toc30529807][bookmark: _Toc29992823]令和４年４月１日

	事業所が行なっている他の業務
	指定訪問介護事業所　　　令和４年４月１日指定（2372401758）


[bookmark: _Toc474813795][bookmark: _Toc327884914]
1. [bookmark: _Toc328399740]事業実施地域
	半田市、武豊町、阿久比町、常滑市


[bookmark: _Toc327884915]
1. [bookmark: _Toc328399741]営業時間等
(１)事業所窓口の営業日及び営業時間
	営業日
	月曜日から金曜日まで
ただし、国民の祝日、年８月１３日～１５日、１２月３０日から１月３日までを除きます。

	営業時間
	月・水・金　　　　9：00～16：00
火・木　　　　　9：00～17：00



(２)サービス提供可能な日と時間帯
	サービス提供日
	月曜日から土曜日（日曜日は応相談）

	サービス提供時間
	8：00～18：00


[bookmark: _Toc327884916]
1. [bookmark: _Toc328399742]職員の体制
　<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
	職種
	常勤
	非常勤

	
	専従
	兼務
	専従
	兼務

	管理者
	１人
	0人
	
	

	サービス提供責任者
	2人
	0人
	0人
	0人

	 訪問介護員
	0人
	0人
	6人
	0人




1. [bookmark: _Hlk460399950]当事業所が提供するサービスの内容
（１）居宅介護等計画
当事業所では、下記表のサービス内容から居宅介護等計画を定めて、サービスを提供します。「居宅介護等計画」は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「居宅介護等計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、写しを利用者に交付します。また、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。


（２）居宅介護サービスの内容
	居宅介護
1. 身体介護（ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。）
· 入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行います。
· 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
· 食事介助…食事の介助を行います。
· 衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
○その他必要な身体介護を行ないます。
※　医療行為はいたしません。
1. 家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。）
· 調理…利用者の食事の用意を行います。
· 洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
· 掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
· 買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
· その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※　預貯金の引出や預入は行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。）
※　利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。
1. 通院等介助（身体介護を伴う場合及び身体介護を伴わない場合）
通院等又は官公署並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所への移動（公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る）のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行います｡

重度訪問介護
入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行います。






1. 利用料金
（１）介護給付費支給対象サービスに係る利用者負担額
居宅介護サービスに係る利用者負担額は、居宅介護サービスに要した総費用額の１割になります。（市区町村が定める利用者負担上限月額を限度とします。）また、居宅介護サービスに要した総費用額から利用者負担額を差し引いた額を介護給付費として事業者が受領します。
1 基本サービス単位数表（一単位の単価は10.18）
	区分
	所要時間
	単位数
	利用料
（円）
	利用者負担額
（円）

	身体介護
	30分未満
	256
	2606
	260

	
	30分以上1時間未満
	404
	4112
	411

	
	1時間以上1時間30分未満
	587
	5975
	597

	
	1時間30分以上2時間未満
	669
	6810
	681

	
	2時間以上2時間30分未満
	754
	7675
	767

	
	2時間30分以上3時間未満
	837
	8520
	852

	
	(3時間以上
921単位に30分を増すごと）
	83
	844
	84

	通院等介助
（身体介護を伴う)
	30分未満
	256
	2606
	260

	
	30分以上1時間未満
	404
	4112
	411

	
	1時間以上1時間30分未満
	587
	5975
	597

	
	1時間30分以上2時間未満
	669
	6810
	681

	
	2時間以上2時間30分未満
	754
	7675
	767

	
	2時間30分以上3時間未満
	837
	8520
	852

	
	3時間以上
（921単位に30分を増すごと）
	83
	844
	84

	家事援助
	30分未満
	106
	1079
	107

	
	30分以上45分未満
	153
	1557
	155

	
	45分以上1時間未満
	197
	2005
	200

	
	1時間以上1時間15分未満
	239
	2433
	243

	
	1時間15分以上1時間30分未満
	275
	2799
	279

	
	1時間30分以上
（311単位に15分を増すごと）
	35
	356
	35

	通院等介助
(身体介護を伴わない)
	30分未満
	106
	1079
	107

	
	30分以上1時間未満
	197
	2005
	200

	
	1時間以上1時間30分未満
	275
	2799
	279

	
	1時間30分以上
（345単位に30分を増すごと）
	69
	702
	70

	重度訪問介護
(居宅及び外出時)
	1時間未満
	186
	1893
	189

	
	1時間以上1時間30分未満
	277
	2819
	281

	
	1時間30分以上2時間未満
	369
	3756
	375

	
	2時間以上2時間30分未満
	461
	4692
	469

	
	2時間30分以上3時間未満
	553
	5629
	562

	
	3時間以上3時間30分未満
	644
	6555
	655

	
	3時間30分以上4時間未満
	736
	7492
	749

	
	4時間以上8時間未満
(821単位に30分を増すごと)
	85
	865
	86

	
	8時間以上12時間未満
（1,505単位に30分増すごと）
	85
	865
	86

	
	12時間以上16時間未満
（2,184単位に30分増すごと）
	81
	824
	82

	
	16時間以上20時間未満
（2,834単位に30分増すごと）
	86
	875
	87

	
	20時間以上24時間未満
（3520単位に30分増すごと）
	80
	814
	81





②　加算単位数
　下記に該当する場合は、①の基本単位数に加算を算定します。　　
	加算の種類
	要件
	単位数
	利用料
（円）
	利用者負担額（円）

	夜間早朝加算
	夜間（１８時～２２時）、
早朝（６時～８時）に支援を行った場合に算定
	①の単位に25％を加算

	深夜加算
	深夜（２２時～６時）に支援を行った場合に算定
	①の単位に50％を加算

	緊急時対応加算
	居宅介護支援計画に位置付けられていない居宅介護を利用者の要請を受けて24時間以内に行った場合に算定
	１回につき
100
	１回につき
1018
	１回につき
101

	初回加算
	新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回又は初回に属する月に、サービス提供責任者が居宅サービスを提供した場合又は従業者のサービスに同行した場合に算定
	１月につき
200
	１月につき
2036
	１月につき
203

	喀痰吸引等支援体制加算
	喀痰吸引等に関する認定特定行為業務従事者である介護職員等が、痰の吸引等を実施した場合に算定
	１日につき
100
	１日につき
1018
	１日につき
101

	利用者負担上限額管理加算
	利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定
	１月につき
150
	１月につき
1527
	１月につき
152

	福祉専門職員等連携加算
	サービス提供責任者が、精神障害者等の特性に精通する専門職と連携して、利用者の心身の状況等を共同で評価したうえで、居宅介護計画を作成し、サービスを提供した場合に算定。（90日以内に３回まで）
	１回につき
564
	１回につき
5741
	１回につき
574

	行動障害支援連携加算
	サービス提供責任者が、支援計画シート及び支援手順書兼記録用紙の作成者と連携して、利用者の心身の状況等を共同で評価したうえで、居宅介護計画を作成し、サービスを提供した場合に算定。（30日以内に１回まで）
	１回につき
584
	１回につき
5945
	１回につき
594

	福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
	居宅介護
	1 の単位に40.2％を加算

	
	重度訪問介護
	1 の単位に32.8％を加算



＜２人のヘルパーにより訪問を行った場合＞
·  １人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人のヘルパーでサービスを提供した場合は、２倍の利用者負担額をいただきます。
＜利用者負担額の上限等について＞
1. 介護給付費対象のサービスの利用者負担額は上限が定められています。
1. 利用者のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。
＜償還払い＞
○ 事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、介護給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。（「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます。）

（２）その他サービス利用にかかる実費負担額 
　   サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。
1. 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ヘルパーが訪問するための交通費をいただきます。その際、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を超える地点から１㎞あたり２０円を乗じて得た額とさせていただきます。（サービス利用料とともに１ヶ月ごとにお支払いいただきます。）
② 居宅介護等においてヘルパーに公共交通機関の交通費などが必要な場合、その実費をいただきます。（サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。）

（３）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法
毎月、10日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、25日までにお支払ください。
お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振込、現金払いの中からご契約の際に選択できます。

（４）利用の中止
利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。
この場合には、利用予定日の前営業日12時までに事業所に申し出てください。利用日の前営業日12時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。

	キャンセルの時期
	キャンセル料

	ご利用日の前営業日12時までに
ご連絡いただいた場合
	無料

	ご利用日の前営業日12時までに
ご連絡がなかった場合
	2,000円



1. [bookmark: _Toc327884918][bookmark: _Toc328399744]サービスの利用に関する留意事項
サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
1 医療行為及び医療補助行為
2 利用者の家族に対するサービス提供
3 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受

1. [bookmark: _Toc327884919][bookmark: _Toc328399745]サービス実施の記録について
（１）サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、居宅介護等計画及びサービス提供ごとの記録は、契約終了日から5年間保存します。
（２）利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。）

1. [bookmark: _Toc327884920][bookmark: _Toc328399746]虐待の防止について
[bookmark: _Toc474553369]	　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者（児）施設における虐待の防止について」（平成17年10月20日障発第1020001号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知）に準じた取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。
1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。
	　虐待防止に関する責任者
	中野　渉


1. 成年後見制度の利用を支援します。
1. 苦情解決体制を整備しています。
1. 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。

1. [bookmark: _Toc328399747]秘密の保持と個人情報の保護について
事業者及び従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
事業者は、従業者が退職後、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
事業者は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

1. [bookmark: _Toc328399748]緊急時の対応方法について
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

1. [bookmark: _Toc328399749]事故発生時の対応方法について
訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

1. [bookmark: _Toc327884921][bookmark: _Toc328399750]苦情等の受付について
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
事業所の窓口
	事業所相談窓口
	電話番号  0569-84-9006
受付時間　月曜日から金曜日　9時から16時
担当者名　早川　美佳



その他苦情申立の窓口
	半田市　福祉部地域福祉課　障がい者援護
	　電話　０５６９－８４－０６４３

	武豊町　知多南部相談支援センター
	　電話　０５６９－７２－６４６４

	常滑市　福祉部福祉課
	　電話　０５６９－４３－０８３３

	阿久比町　民生部住民福祉課社会福祉係
	　電話　０５６９－４８－１１１１

	東浦町　ひがしうら相談支援センター
	　電話　０５６２－３８－５０３５

	知多福祉相談センター　地域福祉課
	　電話　０５６９－３１－０１２１



1. 第三者による評価の実施状況
	第三者による評価
	１　あり
	実施日
	

	
	
	評価機関名称
	

	
	
	結果の開示
	１あり　　２なし

	
	２　なし













